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賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及
び

に
く
い
所
得
の
低
い
高
齢
者
の
方

に
対
し
て
、
年
金
生
活
者
等
支
援

臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給
し
ま

す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
方
に
は
、
申
請
書
等
を
送
付
し

ま
し
た
の
で
、
支
給
対
象
の
方
は

申
請
期
限
ま
で
に
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
後
、
支
給
決
定
可
否
等
の
通
知

を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
申
請
期
間
中
は
、
前
原

暫
定
集
会
施
設
１
階
前
原
暫
定
会

議
室
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
（
正

午
～
午
後
１
時
、
毎
月
第
４
月
曜

日
・
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除

く
）

※　

申
請
開
始
当
初
の
窓
口
は
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
郵
送
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

申
請
期
限　

８
月
２
日
ま
で
（
消

印
有
効
）

支
給
対
象
者　

次
の
全
て
に
該
当

す
る
方
の
う
ち
、
平
成　

年
度
中

２８

に　

歳
以
上
で
あ
る
方

６５
▽　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２７

小
金
井
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方

▽　

平
成　

年
度
の
市
民
税
（
均

２７

等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

方
ま
た
は
市
の
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
市
民
税
を
免
除

さ
れ
た
方
（
市
民
税
を
課
税
さ

れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等
は

除
く
）

▽　

生
活
保
護
の
受
給
者
で
は
な

い
方

給
付
額　

１
人
に
つ
き
３
万
円

※　

振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
情
報

の
搾
取
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

市
の
職
員
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
（
銀

行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自

動
預
け
払
い
機
）
の
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
、
暗
証
番
号
を

聞
き
取
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

問
合
先　

市
年
金
生
活
者
等
支
援

臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
０
５
７
０
儿　

儿　

）

０７７

７９２

　

市
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
か
ら
間
も
な
く
５
か
月
に

な
り
ま
す
。
「
誇
り
の
も
て

る
、
住
み
続
け
た
い
と
願
わ
れ

る
小
金
井
」
「
市
民
力
・
地
域

力
が
結
集
さ
れ
た
小
金
井
」
を

め
ざ
し
、
未
来
に
向
か
っ
て
、

力
強
く
歩
ん
で
い
く
た
め
に
、

こ
の
コ
ラ
ム
を
始
め
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

　

初
め
て
臨
ん
だ
市
議
会
定
例

会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
案
を

上
程
し
、
審
議
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
い
ず
れ
も
本
市
の
未
来

の
た
め
に
考
え
抜
い
た
も
の
で

し
た
が
、残
念
な
が
ら
、福
祉
会

館
建
設
等
を
争
点
に
、
平
成　
２８

年
度
一
般
会
計
予
算
は
否
決
と

な
り
、
予
算
は
４
～
５
月
の
２

か
月
間
の
暫
定
予
算
（
新
規
事

業
の
経
費
等
を
除
く
義
務
的
経

費
の
み
）と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
は
深
く
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
、
市
庁
舎
・
福
祉
会
館

等
の
６
施
設
複
合
化
に
向
け
て

精
力
的
に
検
証
を
進
め
る
と
と

も
に
、
福
祉
会
館
機
能
の
一
部

仮
移
転
等
に
つ
い
て
鋭
意
準
備

を
進
め
て
お
り
、
今
後
も
本
予

算
の
早
期
成
立
に
向
け
て
課
題

解
決
に
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

さ
て
、
４
月　

日
に
発
生
し

１４

た
熊
本
地
震
で
は
、
甚
大
な
被

害
が
及
ん
で
い
ま
す
。
被
災
地

の
皆
様
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い

を
申
し
上
げ
、
一
刻
も
早
い
生

活
再
建
と
被
災
地
の
復
興
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
間
、
市
で
は
、
当
面
の

支
援
策
と
し
て
、
市
職
員
・
市

議
会
議
員
有
志
に
よ
る
街
頭
募

金
活
動
や
義
援
金
募
金
箱
の
設

置
、
災
害
協
定
を
締
結
し
て
い

る
福
岡
県
宗
像
市
を
通
じ
た
熊

本
県
大
津
町
へ
の
支
援
物
資
の

搬
送
、
被
災
建
築
物
応
急
危
険

度
判
定
員
等
の
被
災
地
へ
の
職

員
派
遣
等
を
行
い
ま
し
た
。
市

内
３
駅
で
３
日
間
行
っ
た
募
金

活
動
で
は
、
合
計　

万
６
千　

２３２

１８４

円
も
の
義
援
金
を
お
寄
せ
い
た

だ
き
、
街
頭
で
は
皆
様
の
熱
い

思
い
を
強
く
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た
だ

い
た
皆
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

今
後
と
も
、
市
民
の
皆
様
や

関
係
機
関
と
連
携
し
、
適
切
な

支
援
を
速
や
か
に
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

　

懸
念
さ
れ
る
首
都
直
下
地
震

等
へ
の
備
え
に
は
、
日
ご
ろ
か

ら
の
地
域
防
災
力
の
向
上
と
建

物
の
耐
震
対
策
が
重
要
で
あ

り
、
自
助
、
近
助
、
共
助
、
公

助
の
取
り
組
み
が
大
切
で
す
。

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
各
家
庭
で
の
水
や
食
料
等

の
備
蓄
、
耐
震
性
の
向
上
や
家

具
類
等
の
転
倒
防
止
策
等
に
し

っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
く
だ
さ

い
。
市
で
は
、
災
害
時
の
拠
点

と
な
る
新
市
庁
舎
の
早
期
実
現

を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま

た
、
今
年
は
、
初
の
試
み
と
し

て
東
京
農
工
大
学
工
学
部
の
施

設
に
て
、
大
学
と
連
携
し
た
防

災
訓
練
を
行
い
ま
す
。
皆
さ

ん
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

今
後
、隔
月
で
、本
市
の
取
り

組
み
や
出
来
事
を
お
届
け
し
て

ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

を
明
記
し
、
直
接
、
各
公
民
館

へ
。

選
考
方
法　

６
月　

日
（
火
）
午

２１

後
２
時
か
ら
、
公
民
館
本
館
学
習

室
に
お
い
て
調
整
会（
話
し
合
い
、

抽
選
）
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

※　

応
募
す
る
方
は
必
ず
会
場
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

選
考
基
準　

必
要
な
方
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

公
民
館
本
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
８
４
）

３８３
 　

市
で
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
日

を
記
念
し
、
６
月
６
日
（
月
）
の

午
前
中
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
人
権

の
大
切
さ
を
お
知
ら
せ
す
る
た

め
、
市
役
所
第
二
庁
舎
入
口
付
近

で
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
あ
な
た
も
人
権

の
重
要
性
を
考
え
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

【
人
権
・
身
の
上
特
設
相
談
】

　

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た

人
権
擁
護
委
員
（
弁
護
士
、
教
育

関
係
者
な
ど
）
が
、
無
料
特
別
相

談
を
実
施
し
ま
す
。
家
庭
内
の
ト

ラ
ブ
ル
、
夫
婦
間
の
問
題
、
相
続

な
ど
に
関
す
る
悩
み
ご
と
な
ど
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘

密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

と　

き　

６
月
６
日
（
月
）
午
前

９
時
～
正
午

※　

相
談
時
間
は
１
人
お
お
む
ね

１
時
間

と
こ
ろ　

市
民
相
談
室
（
市
役
所

第
二
庁
舎
１
階
）

定　

員　

３
人
（
申
込
順
）

申
込
方
法　

５
月　

日
～
６
月
３

１６

日
に
、
電
話
ま
た
は
直
接
、
広
報

秘
書
課
広
聴
係
へ
。

【
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
】

　

平
成　

年
度
に
行
わ
れ
た
全
国

２７

６
月
１
日
は

人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
東

京
都
大
会
で
、
市
内
の
生
徒
が
優

秀
な
成
績
を
収
め
ま
し
た
。
受
賞

作
品
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。（
学

年
は
受
賞
当
時
）

受
賞
作
品　

▽
優
秀
賞
＝
「
障
害

を
乗
り
越
え
た
先
に
は
」
（
小
金

井
第
二
中
学
校
２
年
・
三
浦
亜
季

さ
ん
）　

▽
作
文
委
員
会
賞
＝

「
責
任
を
感
じ
る
」
（
南
中
学
校

３
年
・
矢
野
潤
成
さ
ん
）

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

問
合
先　

広
報
秘
書
課
広
聴
係

（
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
１
８
）

３８７
 

募
集
戸
数　

１
戸

住
宅
名　

グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
小
金

井
（
緑
町
４
儿　

儿　

）
＝
１
Ｄ

１２

１６

Ｋ
（
約　

・　

平
方
㍍
）

３８

４５

家　

賃　

２
万　

円
～
４
万
１
千

９００

　

円（
共
益
費
６
千　

円
含
む
）

１００

４００

入
居
予
定
日　

７
月

申
込
資
格　

次
の
す
べ
て
の
要
件

に
該
当
す
る
方

① 

申
込
者
が　

歳
以
上
の
ひ
と

６５

り
暮
ら
し
ま
た
は　

歳
以
上
の

６５

方
を
含
む　

歳
以
上
の
２
人
世

６０

帯
で
、
市
内
に
引
き
続
き
３
年

以
上
居
住
し
て
い
る
方
（
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
）

② 

自
立
し
て
い
る
方
で
次
の
い

ず
れ
か
の
理
由
に
よ
り
、
代
替

え
の
住
宅
を
確
保
す
る
こ
と
が

困
難
な
方

▽ 

１
年
以
内
に
立
ち
退
く
よ
う

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

▽ 

住
宅
の
老
朽
化
や
、
浴
室
が

な
い
な
ど
に
よ
り
、
安
全
や
衛

生
上
の
問
題
が
あ
る
。

▽ 

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４

級
）
で
、
現
住
居
で
の
生
活
が

困
難
で
あ
る
。

▽ 

家
賃
が
収
入
（
所
得
か
ら
控

除
額
を
差
し
引
い
た
額
）
の
４

割
を
超
え
、
支
払
い
に
困
窮
し

て
い
る
。

③ 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

高
齢
者
住
宅
入
居
者
募
集

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に

規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
こ

と
そ
の
他　

▽
す
で
に
高
齢
者
住
宅

入
居
申
込
書
を
提
出
し
て
い
る
方

に
は
、
別
途
通
知
し
ま
す
の
で
、

再
度
申
し
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
▽
今
回
の
住
宅
以
外
に
つ
い

て
も
常
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
持
ち
家
の
方
は
、
申
し
込
み
で

き
ま
せ
ん
。

申　

込　

５
月　

日
ま
で
に
、
指

２７

定
の
申
込
用
紙
（
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を
明

記
し
、
直
接
、
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
６
１
）
へ
。

３８７

 　

は
ち
の
巣
が
で
き
た
場
合
に

は
、
所
有
者
ま
た
は
居
住
者
の
方

に
ご
自
身
で
対
応
し
て
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
で
の
対
応
が
困

難
な
場
合
は
、
駆
除
業
者
の
紹
介

等
を
行
っ
て
い
る
（
公
社
）
東
京

都
ペ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会

（
☎　

儿
３
２
５
４
儿
０
０
１

０３

４
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
自
宅
、
民
間
施
設
等

に
で
き
た
は
ち
の
巣
を
自
主
的
に

は
ち
用
防
護
服
等
の

貸
し
出
し

駆
除
す
る
た
め
の
用
具
（
防
護

服
、
殺
虫
剤
）
の
無
料
貸
し
出
し

を
行
っ
て
い
ま
す
。
貸
し
出
し
を

ご
希
望
の
方
は
必
ず
事
前
に
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

対　

象　

市
内
に
土
地
、
建
物
を

所
有
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
管
理

し
て
い
る
方

貸
出
期
間　

４
日
以
内

駆
除
用
具　

▽
は
ち
用
防
護
服
＝

頭
か
ら
足
元
ま
で
覆
い
隠
す
タ
イ

プ　

▽
殺
虫
剤
＝
薬
剤
が
強
力
な

勢
い
で
、
約
２
㍍
程
度
飛
び
出
し

ま
す
。

問
合
先　

環
境
政
策
課
環
境
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
１
７
）

０４２

３８７

 　

６
月
１
日
を
期
日
と
し
て
、
平

成　

年
経
済
セ
ン
サ
ス
儿
活
動
調

２８
査
が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

調
査
対
象
は
、
農
林
漁
業
を
除

く
、
す
べ
て
の
事
業
所
で
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
る
国
の
重
要
な
調

査
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
国
お
よ
び
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
施
策

の
立
案
や
、
民
間
企
業
に
お
け
る

経
営
計
画
の
策
定
な
ど
に
用
い
ら

れ
る
、
貴
重
な
基
礎
資
料
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

対
象
・
調
査
方
法

▽　

支
社
等
の
な
い
単
独
事
業
所

経
済
セ
ン
サ
ス
儿
活
動
調
査

に
ご
協
力
を

（
純
粋
持
株
会
社
お
よ
び
資
本

金
１
億
円
以
上
を
除
く
）
、
新

設
事
業
所
等
に
は
、
５
月
中
～

下
旬
に
調
査
員
が
訪
問
し
調
査

票
を
配
布
し
ま
す
。

▽　

支
社
等
が
あ
る
事
業
所
、
単

独
事
業
所
（
純
粋
持
株
会
社
お

よ
び
資
本
金
１
億
円
以
上
に
該

当
）
等
は
、
５
月
中
に
国
が
直

接
調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
。

※　

い
ず
れ
も
、
回
答
は
「
オ
ン

ラ
イ
ン
」
か
「
紙
の
調
査
票
」

を
選
択
で
き
ま
す
。

そ
の
他　

調
査
員
は「
調
査
員
証
」

を
着
け
て
訪
問
し
ま
す
。
ご
不
審

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

総
務
課
庶
務
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
０
５
）

３８７

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金（
高
齢
者
向
け
）を
支
給

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

こ
が
ね
い
未
来
通
信

こ
が
ね
い
未
来
通
信
1

小
金
井
市
長

　

市
で
は
公
民
館
が
行
う
各
種
事

業
の
調
査
・
研
究
と
企
画
実
施
に

当
た
る
た
め
に
公
民
館
企
画
実
行

委
員
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

同
委
員
は
、
公
民
館
利
用
団
体

か
ら
推
薦
さ
れ
た
委
員
お
よ
び
公

募
に
よ
る
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
び
、任
期
満
了
に
伴
い
、

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

各
公
民
館
６
人
以
内

（
選
考
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
で
、
平
成　

年
６
月　

日
現
在

２８

１５

　

歳
以
上
の
方

１８※　

す
で
に
市
が
設
置
し
て
い
る

附
属
機
関
等
の
委
員
の
方
は
、

原
則
と
し
て
一
つ
ま
で
し
か
他

の
附
属
機
関
の
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（
臨
時

的
・
時
限
的
に
設
置
さ
れ
る
附

属
機
関
等
は
、
そ
の
他
に
一
つ

に
限
り
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）

※　

市
の
関
係
者
を
除
く
。

委
嘱
期
間　

７
月　

日
～
平
成　

２１

３０

年
７
月　

日
２０

※　

開
催
頻
度
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

報　

酬　

報
酬
規
定
に
よ
る

説
明
会　

６
月
７
日
（
火
）
午
後

２
時
～
３
時
に
公
民
館
本
館
学
習

室
で
行
い
ま
す
。
そ
の
際
に
応
募

用
紙
を
配
布
し
ま
す
。

応
募
方
法　

６
月　

日
午
後
５
時

１５

ま
で
に
、
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

公
民
館
企

公
民
館
企
画画

実
行
委
員
募

実
行
委
員
募
集集


